
灯油購入仕様書 

 （一般） 

第１条 本仕様書にて購入する灯油は、大阪府北部流域下水道事務所所管の水みらいセンターに

おいて使用するものである。 

 （関係法令等の遵守） 

第２条 受注者は、灯油の納入に関するすべての関係法令を遵守しなければならない。 

 （品質） 

第３条 本仕様書に基づき納入する灯油は、次の品質規格に適合すること。 

型式 ＪＩＳ Ｋ２２０３    種類 １号 

（品質の検査） 

第４条 受注者は、前条に適合することを証明する分析試験結果書及び比重・発熱量の分析試験結

果書を発注者に提出しなければならない。 

  ２ 前項の分析試験結果書は、受注者（又は製造者）が発行したもので提出日より6ヶ月以内

に発行されたものに限る。 

  ３ 受注者は、発注者から指示があった場合は、発注者立会いのうえ、試料の採取を行い、

前条の品質規格等に適合していることを確認するための試験を公的な検査機関において

行い、試験結果報告書を発注者に提出しなければならない。 

４ 納入した灯油が、前項の試験により前条の品質規格に適合しない場合、貯蔵槽へ圧送して

はならない。万一、貯蔵槽へ圧送した場合は、受注者の責任により取替えるものとする。

また、貯蔵槽に残存している灯油と前条の品質規格に適合しない灯油が混合した場合は、

貯蔵槽内全量を速やかにかつ水みらいセンターの運転管理上の支障のないように受注者の

責任により取替えるものとする。 

５ 受注者は、前条の品質規格に適合しない灯油を納入したことが分析結果書等において確認

できたときは、水みらいセンターの運転管理上の不具合等を解消するための措置を講じな

ければならない。 

（納入） 

第５条  納入場所は、下表のとおりとし、貯蔵槽に納入するものとする。 

納入場所 住所 

中央水みらいセンター 茨木市宮島三丁目１－１ 

高槻水みらいセンター 高槻市番田二丁目１－１ 

 

２  受注者は、納入に先立って発注者に納入日時の指示を受け、その指示された日時に灯油

を納入しなければならない。納入日時は、原則として月曜日から土曜日の午前 9時から午

後 4 時 30 分までとする。ただし、緊急時はこの限りではない。なお、発注者の指示どお

り物品を納入できないとき又は納入できない恐れがある場合には、直ちに発注者に報告し

なければならない。 

３ 受注者は、契約締結後速やかに次の各号に揚げる事項を納入計画書として作成し、発注者

の承認を得なければならない。 

（１） 納入に関する取扱責任者（以下「取扱責任者」という。）の選任 

（２） 運搬経路図 



（３） 受注者及び元売会社の休日表 

（４） 緊急時の連絡体制表 

（５） 納入手順書 

（６） 製品安全データシート（ＭＳＤＳ） 

（７） 分析試験結果書 

（８） 別途、発注者が求めるもの。 

  ４ 受注者は、前項第5号の納入手順書を、発注者と協議のうえ作成し、これに基づいて作業

を行うものとする。なお、使用する車両は、大阪府生活環境の保全等に関する条例第40

条の15の規定による車種規制適合車等であること。 

５ 受注者は、納入の都度、納品書を発注者に提出すること。また、１ヶ月に１回、第３条の

品質が確認できる分析表を納入のあった管理センター毎に提出すること。 

  ６ 取扱責任者は、納入に当たり、発注者と受入装置、受入方法及びその他場内での危険防止

のための注意事項等について協議を行い、納入従事者に指導教育を行わなければならな

い。なお、納入従事者は、指導教育及び訓練を受けたものでなければならない。 

７ 納入場所における事故について、遅滞なく発注者に届け出するとともに、受注者の責任に

おいて解決すること。また、本府施設に損傷を与えた場合は、発注者に届け出するととも

に、受注者が現状復旧すること。 

（納入の検査） 

第６条 受注者は、灯油を納入したときは、納入場所毎に、品名、数量等を記した納品書を提出

するとともに、発注者の検査を受けなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに自己の費用をもってこれ

に適合する他品と取り替えなければならない。この場合において、発注者に損害を及ぼし

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が発注者の指

示によるとき、その他発注者の責に帰すべき事由によるときは、この限りでない。 

３ 受注者は、前項の規定による取替えを行ったときは、発注者の再検査を受けなければなら

ない。この場合においては、前 2項の規定を準用する。 

４ 第1項及び第3項の検査に要する費用は受注者の負担とする。 

 （設備） 

第７条 受注者は、圧送する場合において、納入用ホースについては、圧送時の 大圧力（タンク

ローリー安全弁の吹き出し圧力・ 大 0.18MPa）の 1.5 倍以上の圧力で実施した耐圧試験

に合格したものを使用しなければならない。 

  ２  受注者は、納入用ホースの耐圧管理等に責任を持ってあたらなければならない。 

  ３  受注者は、タンクローリーの納入用ホースと給油口を接続するアダプター管を、必要に

応じて納入時に用意しなければならない。 

機場名 給油口形状 

中央水みらいセンター ６５Ａ１０Ｋ 外ネジ式 

高槻水みらいセンター （株）工技研究所ＯＰ－６５５ 

 

  ４ アダプター管は、納入用ホースと直接接続するものとし、継ぎ足しホース等の使用は原則

認めない。 



 （貯蔵槽への移送） 

第８条 受注者は、灯油を貯蔵槽に移送するとき、納入従事者に保護具等を必ず着用させなければ

ならない。 

（購入予定数量） 

第９条 灯油の購入予定数量は、下表のとおりとするが、溶融炉及び焼却炉の運転状態等により、

購入予定数量は変動する。 

 納入場所 購入予定数量 
1回当たりの 

購入予定数量 

中央水みらいセンター      14 KL   
５００Ｌ以上 

１００Ｌ単位 

高槻水みらいセンター      664 KL 10 KL 

 

（契約金額の変更） 

第１０条 契約金額は、財団法人経済調査会発行のデジタル物価版「石油製品編」 

の各月下旬号の灯油「大阪/ローリー渡し/灯油」の価格（以下「デジタル物価版価格」と

いう。）に変動があった場合に変更する。 

２ 納入月の契約金額は、当初契約金額と平成２６年２月下旬号のデジタル物価版価格（リット

ル当たりに換算した税込み価格；小数点第３位以下切り捨て）との差額（以下「かい離額」と

いう。）を納入月の前月下旬号のデジタル物価版価格（リットル当たりに換算した税込み価

格；小数点第３位以下切り捨て）から減じて（加えて）得た額とする。 

３ かい離額は契約期間中一定とする。 

【例：入札書の記載方法及び納入月の契約金額の算出方法】 

（注）「税抜き」とは、消費税及び地方消費税相当額を加算していない金額をいう。 

    また、「税込み」とは、消費税及び地方消費税相当額を加算した金額をいう。 

 ●灯油（単価は仮定）（単位：円） 

 入札書記載金額84,200（税抜き）（ＫＬ当り） 

 落札価格 90,936（税込み(8%)）（ＫＬ当り） 

      ↓ 

 契約金額 90.93 

 デジタル物価版価格（平成２６年２月下旬号）85,500（税抜き）（ＫＬ当たり） 

      ↓ 

デジタル物価版価格をリットル当たりに換算した税込み(8%)価格 92.34 

 かい離額  90.93－92.34＝(-)1.41（契約期間中一定） 

 平成26年3月下旬のデジタル物価版価格（税込み(8%)）92 

  平成26年4月の契約金額（４月1日から４月30日まで適用）92－1.41＝90.59 



 

納入月 ４月 ５月 ６月 ７月 

前 月 下 旬 号 の

デジタル物価版価格

（税込み） 
９２ ９４ ８９ ８６ 

かい離額 （－）１．４１ 

納入月の契約金額 ９０．５９ ９２．５９ ８７．５９ ８４．５９ 

 

４   変更にあたっては、納入月の前月末日までに、発注者が納入月の契約金額を書面によ

り通知する。 

（納入代金の請求） 

第１１条 受注者は、第６条の納入の検査に合格し灯油を納入をしたときは、納入場所毎の数量を

１ヶ月毎に集計し、契約金額を乗じた額（計算過程で生じた１円未満の端数は切り捨

てるものとする。）の支払を発注者に請求することが出来る。 

（履行期間） 

第１２条 履行期間は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日とする。 

 （緊急時の対応） 

第１３条 緊急に納入を依頼またはキャンセルする場合があるので、受注者は緊急連絡先を提出す

るとともに、これに応じられる体制を整えておくこと。 

 （契約の解除） 

第１４条 納入された灯油を使用することにより、水みらいセンター等で運転管理上に支障を生じ

る事態が発生し、発注者からの改善の要請を受けた場合において、正当な理由なく受

注者が直ちに措置を講じないとき、発注者はこの契約を解除することができる。 

 （疑義等の決定） 

第１５条 この仕様書に定めのない事項、又は、契約書及び仕様書に関して疑義が生じたとき 

は、発注者及び受注者協議のうえこれを定める。 


